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令和７年度の取組

令和６年度の調査研究報告書を踏まえ、今年度は以下の取組を実施している。

自習スペースの整備
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居場所づくりに関する
庁内連携会議

➢ まちづくりセンター等における自習スペースの整備

支援を希望するまちづくりセンター等に対して、自習スペース
設置のために机や椅子の貸与を行い、こどもたちが学習でき
る場を整備する。

○令和７年８月末現在で15施設に整備済み。

まちづくりセンター0 1

居場所マップの構築

こども文化会館

➢ こども・若者の居場所情報の収集・発信（居場所マップの構築）

令和６年度のこどもの居場所に関するアンケート調査により、居場所の情報が不足していることが課題とされたことから、居
場所となる施設の情報発信を強化するため、こどもの居場所マップの構築を行う。

具体的には、既存の「親子にやさしいお出かけマップ」を参考に、こどもの居場所となる施設がパソコン、スマートフォン等から
地図上で閲覧できるシステムを構築予定。また、エリア・年代・使用目的ごとに条件検索ができるようにする。

○居場所マップは令和７年中に公開予定。※随時、団体等からの申請を受け付け、サイトは適宜更新予定。

➢ こども・若者の居場所づくりの充実に向けた庁内連携会議の実施

本市でこども・若者の居場所づくりを担っている関係課で今後の「居場所づくり」の方向性について議論。

会議目的

⚫ 令和６年度に実施した調査研究報告書の方向性を確認する。

⚫ 各部局でこども・若者の居場所づくり事業の充実を図る。

⇒事業の継続、統廃合、拡充、創設

関係部署

⚫ こども政策課、こども支援課、こども家庭福祉課、

生涯学習課、地域教育推進課、教育相談室、

放課後児童育成課、スポーツ振興課

「家・学校以外のこども（小中学生）の居場所があると思う保護者の割合」の増加を目指す。
（参考）熊本市こども計画成果指標より 令和６年度：61.7％ ⇒ 令和９年度（目標）：64.2％ ⇒ 令和13年度（目標） ：67.5％ 2




